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水生生物の移動を支える河川環境のきめ細かな修復活動
産学民官が一体となって進める自然と共生した県土づくり
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はじめに

岐阜県自然共生工法研究会は，多種多様な生物を育む水と緑があふれた自然

豊かな県土を保全・復元し，そのすばらしい県土を次世代に引継いでいくこと

を目的として，平成13年12月に設立されました。本年で設立15年になります

が，この間，産学民官の協働によって，自然との共生に資する人材の育成や手

法・工法の開発等の一助になるよう 鋭意活動を進めて参りました。会員数
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は，この期間の前半に順調に増加し，平成27年度当初(6月 l日現在)では，

法人207団体，個人1，383名，合わせて1，590となっています。

最近の研究会内外の動向から，岐阜県内・県外の人々に， I自然共生jとそ

れに役立つ工法・技術について，将来を見据えた活動に15年に亘り取組んでき

ている団体だということを広く認めていただくことが挙げられます。県土を具

体のフィールドとして，取組みを産学民官の会員協働で進めていることは研究

会の大きな特長で，これが2015年度の第17回日本水大賞「未来開拓賞」の受賞

にもつながりました。

II. 岐阜県自然共生工法研究会の設立趣旨

自然環境に対する関心が高まる中，岐阜県においても産業界・学界・地域住

民・行政の立場から自然との共生をテーマにした様々な取組みが進められてい

ます。

しかし従来は相互の情報交換が不足していたり，連携が取りにくいなどの

理由から，十分な効果がなかなか得られませんでした。

このような状況を改善するためには，産学民官が連携して，同じ枠の中で問

題意識を共有し現場で実践していける仕組みづくりが必要で=あり，既存の枠

にとらわれない柔軟な組織が必要でした。

岐阜県自然共生工法研究会はこの趣旨に則って，水と緑があふれ，多種多様

な生物を育む自然豊かな岐阜県土の保全・復元を図り，次の世代にすばらしい

県土をヲ|継いでいくために，産学民官の協働によって自然と共生した県土づく

りを目指し設立されました。

ill. 研究会の構成

本研究会は，専門的な知識や経験豊富な方々で構成する理事会の下，自然と

の共生に資する工法の調査・研究および評価を行う「研究評価部会j，自然共

生工法の展開を担える人材の輩出を目指した「人材育成部会j，自然共生工法

への関心の喚起と意識の啓発を図る「企画啓発部会j，また，工法に関する特

定分野の専門研究を行う「研究専門部会」の 4つの部会を基幹としており，さ

らに，各部の連絡調整を行う「部会連絡委員会」を持つ組織です。また，特定
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組織図 l 
研究評価認会 13名
(学4名、民1"'"，.3名、'&5斜

.境修復WG

人材育成部会 8名
(学2名、昆1名、度2名、宮3名}

会報誌WG企画啓発郎会 10名
(学0名‘毘1名、窓7名.官2名}

研究専門部会 10名
('1' 1名、昆O名、庫9~，官O剖

魚道研究専門WG事務局!鱗管内l

図 1 岐阜県自然共生工法研究会 組織図

事項や謀題などについて重点的に活動を進めるために，現在「環境修復J.I会

報誌J.I魚道研究専門」の 3つのワーキンググループ(以下 IWCJという 。)

も有しています(図 1)。

N. 活動概要

岐阜県と研究会の協働により，実際に現場で発生している課題を取り上げ

て，施工業者 ・設計業者・地域住民・行政関係者等が一緒になって改善策を考

える現地での勉強会を開催したり 県内各地で実施されている自然との共生を

テーマにした活動について，良い取組みゃ創意工夫が施されている事例，ある

いは自然環境の回復や復元状況が良好な事例などを広く情報発信するために，

自然共生事例発表会や自然共生工法写真コンテストを実施するなど，公共事業

の現場を中心に自然共生の理念の共有や工法の普及に努め，良好な水環境の維

持・保全や改善なと¥岐阜県が推進する「清流の国ぎふJづくり(図 2)に貢

献する活動も行っています。

V. 活動の紹介

本誌では，第17回日本水大賞「未来開拓賞jの受賞対象となった「水生生物

の移動を支える河川環境のきめ細かな修復活動」の活動を紹介したいと思いま

す。

この活動は，上述の魚道研究専門wcと環境修復wcがコアとなって，関

係機関との協働で進めているものです。魚道研究専門 wcでは，旧 NPO法

水利科学 No.349 2016 
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，f清流の国創作Jづくり
破阜県陶p5豊かな、森林から生み出され忍フiJ<'立、金国有数の美、

しさを湾るJ[Iから海ぜ通:ずる号事流I:DtJ:.υ、岐阜県民に綴なな恩

恵をもt.::rf:5し杭 れまず。;燥では、之め清流を「守お」閣がす」
「伝来る」を制こ掲依溝持を後世.~~獲しだいけ忍よそ7会「蒲j誌

の園部、，):j<.りをぜ進L'"(¥'、E島;9:"" リ

-・・・"Ii・販制錯誤泊四園町雌抗議撞蹴師量霊園尚E組 問 封日間E・・

図2 r清流の国ぎふ」づくりの概要

(自然共生工法研究会に関する部分)

写真 1 r魚道カルテ」を用いた点検の実地説

明会(記入方法を確認)
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¥- ¥ 

-・圏l

写真2 FWS委嘱式の後に実施された魚道点

検講習会の模様

魚道の点検方法やカルテへの記入方法

などの講習を行った

写真 3 FWSと県担当者とによる魚道カルテを用いた魚道点検の状況

人魚道研究会が蓄積した成果を継承し既設 ・新設に拘らず魚道の果たすべき

機能を明らかにして，それらの機能の確保や改善を専門的に研究しています。

岐阜県が管理する河川や砂防施設に設置された600箇所以上の魚道について土

砂堆積や転石による施設破損 河床変動などによる機能低下といった課題に対

応するため，蓄積してきた知見と新たな調査に基づき，魚、道の機能や特性を簡

便に評価・表現できる「魚、道カルテ ・同手引書(注 1)Jを岐阜県とともに作成し

て点検と結果の分析を行い(写真 1) .魚、道機能の確保と向上に効果的な補修

工法を提案し施工にも立ち会うなど，水生生物の移動を的確に支援する活動を

水利科学 No.349 2016 
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改善前~

E亙平 ι ぷ込山ム~
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改普後

※魚道下流部の落差と白濁流を緩和するために木

工沈床を設置したことにより，良好な流れとな

った。

写真4 点検結果に基づいて実施された魚道入口

部の改善例 (岐阜県恵那市 高波川)

行っています(写真 4.5. 6)。

(注 1)岐阜県と当研究会の魚道研究専門 W Gが連携して作成した魚道の機能を簡

便に評価できるカルテで，魚道の諸元，破損や土砂堆積の状態，改善を要するか否か

の評価などを記入するチェツクシート。また手引書には，点検の方法，評価するにあ

たっての留意事項，写真の撮影方法などが記載されている。

一方，環境修復 WGでは，様々な分野や地域において，大掛かりな工事に

よることなく僅かに手を加えることで環境の著しい改善を図りうる箇所を見出

し管理者の支援を受けながら自らの手で修復していく取組みを進めていま

す。河川分野では，生物の移動性の阻害箇所の抽出と改善，単調な水際解消の

水利科学 NO.349 2016 
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改善後

※小規模魚道が設けられていた床止め工を全面魚
道に変更した

写真5 点検結果に基づき i可床低下のために

浮き上がっていた護床ブロックを撤去

して，落差と流量集中を生じない緩勾

配プール式魚道を発生石材で設置した

改善例(岐阜県下呂市竹原川)

工夫といった活動を行っており. r小さな自然再生」と呼ばれている活動とも

共通した取組みです。現在は自然環境や水環境に配慮、した河川改修 ・整備が行

われていますが，過去に整備された河川では必ずしも配慮されているとはいえ

ない箇所が数多く存在するため，身近なところから環境機能や生態系機能の回

復に取組んでいます。例えば，魚類やニホンイシガメなどの行き来を阻んでい

た箇所を新たに見出し，河川管理者と協働した小規模な対策により解消を図

り，実際にその効果を確認しました。

水利科学 No.349 2016 



46 

水利科学 No.349 2016 

改善後

※魚道の上下流区間では，通水断面を確保するた

めに河床切り下げを行った

河床上の転石の均等な設置は単調に見えるが，

人為的な作り込みによらないで今後の出水によ

る再配置を期待している

写真6 点検結果に基づいて，多様な水生生

物の移動に配慮し遡上経路の勾配

を緩和するとともに粗石付き扇形魚

道に変更して改善を図った例(岐阜

県揖斐郡揖斐川町飛鳥川)
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1 魚道研究専門 WG

魚道研究専門 WGでは，水生生物の移動が遮断されることなく遡上・降下

できる環境の確保に向けて魚道の維持管理や機能改善への取組みを支援するた

めに，魚、道の点検を系統的・客観的に進めるのはもとより，効率的・効果的に

行いうる「魚道カルテjとその手引き書を作成しました。ついで，それを用い

て実施した魚道点検の結果に基づいて改善対策の検討と提案を行っています。

さらに，魚道に関心を持ってさえいれば，誰であってもこの魚道カルテを用い

ることで，専門的知識が多くなくても点検作業が可能になることを明らかにし

てきました。これは，岐阜県による「フィッシユウェイ・サポーター(以下

IFWSJという。)制度(注2)Jの制定の基盤にもなっており. I地域の目による

魚道の維持管理jへの道を拓いてきたともいえます(写真 2.3)。

こういった活動を進める一方，平成24年度から平成28年度の 5箇年で河川魚

道の機能回復事業を行うため，自然共生工法研究会会員の有志からなる魚道研

究専門 WGと学識者，および岐阜県との協働により下記の活動を行ってきて

います。これらの活動は，上述の FWS制度の活用にも寄与しており，魚道の

点検体制の強化を支援しています。無論，本WGや FWSの活動は.5箇年の

事業期間で終わるものではなく，事業終了後も継続していきます。

0平成23年 7月 魚道研究専門 WGの立上げ

O~平成23年 12月 魚道点検カルテ案の作成，魚道点検試行の実施

O~平成24年 3 月 点検評価結果のすり合わせ，魚道カルテとその手引書の

作成

。平成24年7月 魚道点検方法の勉強会の開催

0平成24年8月 全県下における魚道点検を開始 (673箇所を対象)

O平成25年2月 魚道点検結果の公表，魚道の維持修繕計画の策定

O平成24年度~ 魚道点検結果に基づく魚道の維持修繕の実施

0平成25年 6 月~ FWSの募集と委嘱，魚道点検勉強会の開催. FWSによ

る点検実施

。~平成26年 2月 水環境シンポジウム，並びに自然共生事例発表会での発

表

O平成26年度 FWSの追加募集と委嘱 点検の継続および修繕の実施

水利科学 NO.349 2016 
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(注 2)岐阜県と協働して魚道の点検をしていただける方を FWSに委嘱し県民協

働で魚道の点検を実施する制度。

2. 環境修復 WGの活動

本研究会の設立10周年を契機として設立した環境修復 WGでは，様々な分

野を対象に過去に整備された箇所で失われた環境機能・生態系機能を照査・抽

出して，小規模な対策でその再生を図る取組み(全国的には既述のように「小

さな自然再生」とも呼ばれています)を研究会会員が主体となり，地域の人々

とともに推進することを目指しています。その一環として，身近な河川で連続

性を損ねている箇所等を新たに見出し実際に解消する取組みを行い，水生生物

の生息環境の修復を進めています。例えば，本格的な魚道が設置されない小規

模段差のような水生生物の移動阻害箇所を改善する取組みで，この場合は魚道

研究専門 WGの活動を補完するものとなっていますが，今後に向けてそうし

た取組みのノウハウの蓄積を図っていきます。

a)一級河川天神川での活動

岐阜市長良の一級河川天神川において 自然保護活動に取組んで、いる「天神

川を考える会」の皆さんと研究会会員の有志らにより 落差工を改善して河川

の連続性を確保する活動を行いました。すなわち，研究会会員の中から参加者

を募集し，天神川を考える会の方々とともに，落差工の改善計画の立案から設

計，手作業による工事の実施まで，既設の根固めブロックをうまく利用して創

意工夫に満ちた魚道を設置し 魚類ばかりでなくニホンイシガメの遡上も確認

しました。工事に必要な資機材については，河川管理者や自然共生工法研究

会，また参加者からも提供があり，活動自体はすべてボランテイアで行いまし

た(写真 7，8， 9， 14)。

0平成25年 8月 勉強会を開催し，現地で生物調査を実施(参加者・ 17名)

O平成25年9月 現地での施工に向け，第 I回現地検討会を実施(参加者・

27名)

O平成25年10月 第2回現地検討会を実施(参加者:21名)

O~平成26年 1 月 2回の現地検討会参加者のうちの有志による詳細検討の

実施

水利科学 NO.349 2016 
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一一

写真 7 着手前の測量風景

落差工により河川の連続性がない状態(岐阜県岐阜市 天神川)

eA' 

z
-
r
'
 

.6v. 必国
を窓¥快4事

め薗1ft 
習

写真 8 自然保護活動に取組んでいる「天神川を考える会」と「自然共

生工法研究会」の有志らによる簡易魚道の製作(天神川)

圃圃圃罷冨函詞

t ザ

官

写真 9 簡易魚道の完成(天神川)
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改善前~

改善後

写真10 簡易石組みを設置しより瀬淵の創出を

図る

0平成26年 1月 河川管理者への改善計画提案書の提出とその承認

0平成26年 2月 河川管理者による簡易魚道の土台となる既存部分(大型コ

ンクリートブロック)の整正工事の実施

0平成26年 4月 魚道設置検討のための試行施設を人力作製し機能を確認

(参加者・ 27名)

0平成26年 6月 河川管理者と会員有志による魚道隔壁工事の人力施工(参

加者:13名)

O平成26年7月~ 遡上状態の確認

b)普通河川 金地川での活動

天神川に引き続き， 2つ目の対象箇所として，不破郡垂井町の梅谷川|最上流
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部となる普通河川金地川を選定し，地元の方々や垂井町役場との協働で水域環

境の改善に取組みました。

この箇所は，平成22年に開通した梅谷片山トンネJレの工事を行う際，河川の

竹替え工事にあわせてピオトープとしての機能に配慮して整備されたところ

で，地元の「垂井町・府中地区まちづくり協議会」の方々によ って「ホタルま

つり」が開催されています。 しかし，付替え工事後の経年の土砂の堆積により

ピオトープの整備箇所が埋没してしまったため 地元のまちづくり協議会のメ

ンバーや町の職員，研究会会員の有志によって，人力による山地河川の地形を

復元する簡易な石組みを実施し 瀬や淵の創出を図り生物の生息環境の改善を

目指しました (写真10.11. 12. 13)。

0平成27年 1月 梅谷川 (金地谷ピオトープ)の整備の経緯と地元要望の確

雪刃

河川管理者との協議

0平成27年 4月 現地検討会により ，現状と課題の把握および課題解消のた

めの計画検討(参加者 26名)

0平成27年 7月 これまでのピオトープの取組み経緯と現状の課題を検討

人力施工による対策工事 (簡易石組み)(参加者:36名)
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写真11 簡易石組みの製作の状況 (金地川)
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写真12 簡易石組みの完成 (金地川)

写真13 地元の「垂井町・府中地区まちづくり協議会」と「白

然共生工法研究会」などの有志ら(金地川)

VI. 活動の効果 ・社会への波及効果

魚道研究専門 WGでは，県下の魚道施設の点検について，既述のように，

「魚道カルテ」という点検フォ ーマッ トを作成することにより，客観的，系統

的かっ効率的に点検が実施できる ことを目指しています。また，手引書を作成

する ことで調査方法の統ーを図り 点検結果から恋意性によるぱらつきを排除

して点検結果に基づいた効率的 ・効果的な機能評価を可能とし，効果的な補修

方法の提案に繋がるようにしています。以上のことがらを通じて，魚がのぼり
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やすい川づくりの推進に大きく寄与して 次世代にいのちの輝きに溢れた川を

引き継ごうとするもので，他県からも注目されています。

また，環境修復 WGの活動は，身近なところから良好な自然環境の再生の

キーになる箇所を見つけ出し自らの手でその改善を図るもので，河川を始めと

する豊かな水環境の継承という社会的な要請に応えるものです。 2014年度から

活動を開始したばかりでまだまだ取組み箇所は少ないのですが，先に紹介した

天神川の事例や垂井町の取組みなど，魚道研究専門 WGの活動を補完する内

容も有しています。望ましい水環境の保全・再生を目標のーっとしている，こ

うした民間の方の活力を中心としたスキームの確立とそのノウハウの蓄積は，

今後の河川管理・流域管理に資するとともに. i清流の国ぎふJを支える人づ

くりにも役だっています。

四. 活動を実施する上での留意点

魚、道研究専門 WGの取組みでは 魚道の状態、が客観的に把握でき，効率的

に点検できるよう点検項目や方法を検討し 魚道施設本体だけでなく施設上下

流の河川状況も記録できるよう「魚道カルテ」に写真台帳，自由記入欄を設け

るなどの工夫をしました。さらに，点検結果への怒意'性などの介入を避けるた

め，魚道研究専門 WGのメンバーが試行を繰り返して点検方法を検討すると

ともに，その結果を手引書に反映し勉強会を開催して点検方法の統ーが図れる

よう努力しました。

環境修復 WGの取組みは，河川管理者などの行政担当者の理解と承認の下，

共に手を携えて活動を進めるものであるため，管理者としても必要性のあるも

のでなければなりませんしまた大規模な工事を要しないことも不可欠の条件

ですので，対象箇所の選択が最大の留意点になります。また，取組む課題につ

いては，地元の方々のご理解やご助力も必要となることから，必ず地元の方々

からの要望がある箇所を選定することとし，対象箇所の周辺の方々に活動への

ご理解をいただくためには，自治会等を通じて周知に努めることも重要な留意

点であることが改めて認識されました。また，取組み後の推移を見守っていた

だくためにも，当該地域で活動されている団体等があれば，協力して実施して

いくことも大切なことと思われます。今後 研究会としてもこういった課題に

取組んで、いきたいと思っています。
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写真14 完成した簡易魚道の前で (天神川)

咽. 今後の計画

魚、道研究専門 WGでは. FWSとともに，作成した「魚道カルテ」を検証

し，カルテを改良しながら点検データの解析を進め，その結果からそれぞれの

魚道に最適な修繕方法に関する研究を行います。具体的には，水生生物の生態

的側面からの評価に向けたフォローアップの方法として，魚、道の整備が進んで

いる河川をフィ ールドに遡上実験を行うなどして，遡上しやすい魚道環境が本

当に整っているか否かを精査します。また，補修が行われた魚道についても効

果検証を行い，効果的な補修方法の立案に繋げていきます。こうした研究の成

果を順次取りまとめて全国に発信していく予定です。

環境修復 WGでは，河川の連続性の確保に係るものだけでなく，単調な水
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際の解消など環境機能・生態系機能の修復を図る取組み箇所を増やしていくた

め，取組みに適した箇所の調査を行い，河川管理者や地元の方々等との調整を

図りながら活動を展開していきます。活動を広げていく意味でも，主体的に活

動できるリーダーを県内の地域単位で発掘していきます。また，河川分野に限

らず河川沿いの道路や農地，森林といった水環境に密接な分野について活動の

範囲を広げていきます。

最後になりましたが，岐阜県では「岐車県自然工法管理士認定制度」が県土

整備部を中心に設けられていて. 2，695名(平成27年 3月末)の岐阜県自然工

法管理士が建設工事の現場などで活躍されています。本研究会の個人会員の大

半は岐阜県自然工法管理士に認定されていますので，その方々の経験を職場だ

けではなく，上記のような場所にも生かせるような工夫をして，産官学民の連

携活動のさらなる展開を図っていきたいと考えています。

(原稿受付2016年 1月28日，原稿受理2016年 2月19日)
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